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 お盆を過ぎましたが、まだまだ暑い日が続きそうですね。 

 引き続き熱中症にはご注意下さい。 

 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 

所有者不明土地管理命令等 
 所有者不明土地管理制度という制度が始まっております。この制

度は、必要な調査を尽くしても土地の所有者又はその所在が不明で

ある場合に当該土地の継続的な管理を適切に行うため、土地の管理

処分権限を有する管理人を選任できる制度です。その土地の管理につき利害関係を有する

者が申立人となり、地方裁判所へ申立てを行います。具体例としては、当該土地の隣地所

有者、買受希望者、当該土地を時効取得した者、公共事業の実施者等が挙げられます。 

 この制度の利用が検討される例として、隣地が管理不全状態で草木が生い茂ったり、工

作物が倒壊し又は倒壊の危険が生じているなどして、自己所有地に妨害状態が生じ又は生

じるおそれがあるといった場合が考えられます。このような場合、当該土地の所有者は、

隣地の所有者に対し、妨害状態の排除や予防を請求することが出来ます。 

 しかし、そもそも隣地の所有者が不明であれば、このような請求をする相手方が不明で

あり、対応に窮することになります。そこで所有者不明土地管理制度を利用し、選任され

た所有者不明土地管理人に対し、妨害排除や予防を請求することができるようになります。 

 では、どのような場合に、所有者不明土地管理制度を利用できるのでしょうか。 

 まず、対象土地について、「所有者を知ることができず、又はその所在を知ることがで

きない」ことが必要です。所有者が誰かわからない場合だけでなく、所有者がどこにいる

かわからない場合も含まれます。なお、管理費用については、当該土地の所有者が負担す

るのが原則です。また、予納金が必要な場合もあるとされています。 

 このようにして、所有者不明土地管理人が選任されると、当該土地等の管理処分権は、

所有者不明土地管理人にのみ帰属することになります。 

 所有者不明土地管理命令の効力は、当該土地と土地上の一定の動産などに及び、所有者

不明土地管理人は、これらの物の保存行為や対象財産の性質を変えない範囲における利

用・改良行為をすることができます。 
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